
小さな慢心が事故のもと
点検、整理整頓の徹底を
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転倒 墜落・転落 はさまれ・

巻き込まれ

静岡県内では転倒、墜落・転落、は
さまれ・巻き込まれの順に多く、こ
の３つで全体の５０％以上を占めて
います。

ＳＴＯＰ！転倒災害
詳しくは、静岡労働局ホームページをご覧ください

「静岡労働局  ぬかづけ運動」⇒ ぬかづけ運動
検  索

ＳＴＯＰ！墜落・転落災害

ＳＴＯＰ！はさまれ・巻き込まれ災害

■作業に適応した、滑りにくく、安定した履物を着用しましょう。

■転倒危険場所には、注意喚起のステッカーなどを貼りましょう。

■高年齢労働者に配慮した作業環境を整えましょう。

■はしご、踏み台、脚立は、安定した場所に設置し、正しい方法で使用

しましょう。

■高所の床の端には、周囲に手すりや柵を設けましょう。

■高所での作業は、保護帽及び墜落制止用器具を使用しましょう。

■機械の危険な部分には、安全ガード（覆い、蓋、囲いなど）や安全

装置などを設けましょう。

■機械の清掃時、異物を取り除く時、調整時などでは、必ず機械を停

止させてから行いましょう。

ＳＴＯＰ！非定常作業災害

■年末年始には機械等設備の停止や事業場内の掃除、機械の修理等の

通常とは異なる作業に注意しましょう。

■どんな作業も基本に立ち返り、安全な作業方法になっているかの確

認を徹底しましょう。
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